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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の廃棄物管理事業変

更許可申請書の添付書類は、以下のとおりである。 

 

   添付書類一 事業計画書 

 

別添１に示すとおり。 

 

   添付書類二 変更に係る廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書 

 

別添２に示すとおり。 

 

   添付書類三 変更に係る廃棄物管理施設の場所における気象、地盤、水

理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 

 

別添３に示すとおり。 

 

   添付書類四 変更に係る廃棄物管理施設の場所の中心から五キロメート

ル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 

 

別添４に示すとおり。 

 

   添付書類五 変更後における廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書 

 

別添５に示すとおり。 

 

 

 

 



   添付書類六 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及

び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 

 

別添６に示すとおり。 

    

   添付書類七 変更後における廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失、

機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった

場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種

類、程度、影響等に関する説明書 

 

別添７に示すとおり。 

 

   添付書類八 変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

別添８に示すとおり。 
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イ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の予定時期 

令和 5 年 8 月 

 

ロ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年

内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入れ量 

（単位：m3） 

 

上記表における事業者名は以下による。 

原子力機構；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）

及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地

区）の原子炉施設及び核燃料物質使用施設 

東 北 大；国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料

科学国際研究センター 

日本核燃料；日本核燃料開発株式会社

 

年 度 

 種 類 

令 和 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

液

体

廃

棄

物

の

 

最

大

受

入

れ

量 

合    計 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

内 
 

訳 

事
業
者
別 

原子力機構 

東 北 大 

日本核燃料 

約5,100 

約  100 

約  200 

約5,100 

約  100 

約  200 

約5,100 

約  100 

約  200 

約5,100 

約  100 

約  200 

約5,100 

約  100 

約  200 

固

体

廃

棄

物

の

 

最

大

受

入

れ

量 

合    計 845 845 845 845 845 

内 
 

訳 
事
業
者
別 

原子力機構 

東 北 大 

日本核燃料 

約 740 

約  20 

約  85 

約 740 

約  20 

約  85 

約 740 

約  20 

約  85 

約 740 

約  20 

約  85 

約 740 

約  20 

約  85 
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ハ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 

本変更に係る工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおりである。 

 

１．変更の工事に要する資金の額 

（単位：百万円） 

年  度 

項  目 
令和 4 ～5 

廃液処理棟の改修 300 

 

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画 

本工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

の運営費交付金をもって充当する計画である。
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ニ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年

内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り 

（単位：百万円） 

年 度
摘 要 

令 和 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

収 
 

入 

交 付 金 、 

事 業 収 入 
1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

支 
 

出 

運転管理費 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

 

 

ホ その他変更後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有すること

を明らかにする事項 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が大洗研究所で行う廃棄物管理

施設の運転管理に係る費用は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

に基づく一般会計運営費交付金及び特別会計運営費交付金により充当する計

画である。 

なお、管理する廃棄物の最終的な取扱いについては、放射性廃棄物の処理

及び管理を委託する者と取決めを締結し、これを履行させることとする。 
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イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物管

理の方法又はこれらに準ずるものの概要 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が大洗研究所において実施する廃棄物

管理の方法にあっては、本変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特

別の技術によるもの又はこれらに準ずるものはなく、既に原子力施設において実績

のある廃棄物管理、放射線管理及び土木･建築工事の技術を利用している。 

また、大洗研究所は、創立以来、放射性廃棄物に関する研究、技術開発、調査、

施設の設計及び工事並びに運転及び保守を行っており、その経験及び成果を施設の

設計及び工事並びに運転及び保守に反映している。 

 

ロ 変更に係る主たる技術者の履歴 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、廃棄物管理施設を含む原子力施設

の設計及び工事並びに運転及び保守の経験を積んだ技術者を擁している。 

本変更に係る業務には、研究職又は技術職のなかから、廃棄物管理施設及び類似

施設の設計及び工事並びに運転及び保守の経験を積んだ技術者を充てている。大洗

研究所の主たる技術者及びその履歴は、第1表に示すとおりである。 

 

ハ その他変更後における廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の廃棄物管理事業に関する

組織、技術者、経験及び品質マネジメント活動等の現状は次のとおりである。 

 

1. 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織 

令和4年4月1日現在の廃棄物管理施設に係る管理体制を第1図に示す。 

大洗研究所の廃棄物管理施設については、廃棄物管理施設の保安規定に基づき、

廃棄物管理施設の設計及び工事の業務は環境保全部が実施している。また、廃棄
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物管理施設の運転及び保守の業務は環境保全部及び放射線管理部が実施しており、

放射線管理に関する業務を除く廃棄物管理施設の運転計画の作成、運転及び保守

に関する業務は環境保全部が、放射線管理に関する業務は放射線管理部が実施し

ている。 

理事長の下には中央安全審査・品質保証委員会を設置し、設計及び工事の根拠

となる廃棄物管理施設の事業許可並びにその変更に関する事項の審議を行ってい

る。また、大洗研究所長（以下「所長」という。）の下には原子炉施設等安全審

査委員会を、環境保全部長の下には環境保全部品質保証技術検討会を設置し、設

計及び工事に関する事項並びに運転及び保守に対する安全性に関する技術的な事

項の審議を行っている。 

法令等に基づき、廃棄物管理施設に廃棄物取扱主任者を配置している。 

よって、設計及び工事並びに運転及び保守を適格に遂行するに足りる、役割分

担が明確化された組織を適切に構築している。また、固体廃棄物減容処理施設に

関しては、運転及び保守を適格に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組

織を適切に構築する方針を示している。 

 

2. 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保 

令和4年4月1日現在における廃棄物管理施設に係る組織のうち、大洗研究所の

技術者の数は118名であり、その経験年数は第2表に示すとおりである。 

令和4年4月1日現在における廃棄物管理施設に係る組織の技術者のうち、大洗

研究所の原子炉主任技術者等の有資格者は第3表に示すとおりである。また、工

事又は保守にあっては、必要な資格を有する者を確保して実施している。 

よって、設計及び工事並びに運転及び保守を行うために必要となる専門知識及

び技術・技能を有する技術者を適切に確保している。 

なお、大洗研究所の他部署や他事業所と、専門知識及び技術・技能を有する技

術者の人事異動による人材交流を図る他、新規採用者及び異動者にあっては、各

種資格取得の奨励を始め、専門知識及び技術・技能を有する技術者への育成を図

り、今後も、設計及び工事並びに運転及び保守を行うために必要となる専門知識
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及び技術・技能を有する技術者の確保に努める。 

 

3. 設計及び工事並びに運転及び保守の経験 

日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構が解散し、平成17年10月1日に

独立行政法人日本原子力研究開発機構が新たに発足した。その後、平成27年4月1

日に独立行政法人日本原子力研究開発機構から国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構に名称を変更した。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、日本

原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構が長年にわたって蓄積してきた原子力

施設の設計及び工事並びに運転及び保守の経験を有している。 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、大洗研究所において、日本原子

力研究所が原子炉施設の附属施設として放射性廃棄物の処理施設及び保管施設を

設計し、昭和42年に工事を開始し、当該施設の運転及び保守を行ってきた。平成

4年3月には廃棄物管理事業の許可を取得し、平成8年3月から現在の国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(北地区)及び大洗研究所(南地区)並びに

国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究セン

ター及び日本核燃料開発株式会社から放射性廃棄物を受け入れている。この間、

処理後の200リットルドラム缶に換算して3万本を超える量の廃棄物の処理や処理

後の廃棄物の保管に係る施設の運転及び保守の他、廃棄物の処理や保管する施設

の増設のための設計及び工事も併せて実施しており、50年以上にわたる設計及び

工事並びに運転及び保守の経験を有している。 

また、他事業所の廃棄物の取り扱いに関する原子力施設の設計及び工事並びに

運転及び保守に係る経験を有する者の人事異動による人の交流や、情報を共有す

るための会議を通じて経験の情報交換を行っている。さらに、新入職員や経験を

有しない異動者には、必要な経験が備わるよう、教育・訓練を行っている。 

よって、廃棄物管理施設に係る同等又は類似の施設の設計及び工事並びに運転

及び保守の経験を十分に具備している。 

なお、大洗研究所の施設の運転及び保守において、一般公衆へ影響を与えるよ

うな事象は発生していない。 
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4. 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質マネジメント活動 

次のとおり、設計及び工事並びに運転及び保守を適格に遂行するために必要な

品質マネジメント活動を行う体制を適切に構築している。 

 

(1) 品質マネジメント活動の計画、実施、評価及び改善 

廃棄物管理施設の安全を確保するための施設、設備及び機器等の、設計及び

工事並びに運転及び保守に係る品質マネジメント活動に関して、「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する

規則の解釈」並びにJISQ9000：2015「品質マネジメントシステム－基本及び用

語」に基づき安全文化の育成・維持を含む原子力安全のための品質マネジメン

ト計画として「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書（以下「品質マネジメ

ント計画書」という。）」を定め、これに基づき品質マネジメント活動の計画、

実施、評価及び改善を行う。また、年1回以上の頻度で実施する内部監査及び

マネジメントレビュー等の活動を通じて継続的な改善を行う。 

 

(2) 品質マネジメントシステム及び役割 

大洗研究所の廃棄物管理施設では、第1図に示す管理体制に従い、理事長を

トップマネジメントとした品質マネジメントシステムの下、以下のように品質

マネジメント活動を実施する。 

理事長は、廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質マ

ネジメント活動のトップマネジメントとして、品質マネジメント計画書に基づ

き責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、廃棄物管理施設

の設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質マネジメント活動を総理し、品

質マネジメントシステムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビ

ューを実施して品質マネジメント活動を継続的に改善する。 

管理責任者は、廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に係る品
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質マネジメント活動の品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実

施及び維持を確実にする。また、その実施状況及び改善の必要性について理事

長へ報告するとともに、業務に従事する要員に対して関係法令を遵守すること

及び原子力安全を確保することの認識を高める業務を行う。 

中央安全審査・品質保証委員会は、廃棄物管理施設の設計及び工事の根拠と

なる廃棄物管理事業許可及びその変更に関する事項並びに品質マネジメント活

動の基本事項を審議する。 

所長は、大洗研究所における廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び

保守に係る品質マネジメント活動を統括する。 

原子炉施設等安全審査委員会は、廃棄物管理施設の安全性等に関する事項を

審議する。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

監査部門は実施部門から独立して監査を実施する。 

統括監査の職は、廃棄物管理施設の設置及び工事並びに 運転及び保守に係

る品質マネジメント活動の監査を統括するとともに、監査プロセスの管理責任

者とする。また、監査の職が行う内部監査の結果を理事長に報告する。 

監査の職は、品質マネジメント活動が適切に実施及び維持されていることを

確認するため、内部監査を行う。 

環境保全部長は、環境保全部における品質マネジメント活動の責任と権限を

有し、環境保全部内に品質マネジメント審査機関として環境保全部品質保証技

術検討会を設け、品質マネジメント活動を確実に実施するための要領を定め、

品質目標を設定し、品質マネジメント活動を実施するとともに、その継続的改

善を行う他、廃棄物管理施設の設計及び工事に関する事項並びに運転及び保守

に対する安全性に関する技術的な事項の審議を行う。 

環境保全部長及び環境保全部の各課室長は、プロセス責任者として、それぞ

れ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び有効性の継続的改善を行う。

また、業務に従事する要員の廃棄物管理施設に対する要求事項についての認識

を深めさせるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さらに、安全
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文化を育成・維持するための活動を促進する。 

 

5. 技術者に対する教育・訓練 

廃棄物管理施設における災害の発生を未然に防止し、一般公衆の被ばくを合理

的に達成可能な限り低い水準に保つため、廃棄物管理施設の設計及び工事並びに

運転及び保守を行う技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上さ

せるための教育・訓練として、関係法令及び保安規定の遵守に関する定期的な教

育、他の原子力施設における事故トラブル事例の周知など安全意識の向上に関す

る教育、技術者として素養を高めるために必要な教育並びに廃棄物管理施設にお

ける設計及び工事並びに運転及び保守に係る実務訓練を行うとともに、工事及び

保守の業務に必要な作業責任者や検査員の認定を行っている。加えて、国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構原子力人材育成センターにおいては、経験を有

しない異動者への放射線取扱業務を行うための基礎知識の付与の他、経験を有す

る者への専門知識及び技術・技能を向上させるための教育・訓練（研修）を行っ

ている。 

大洗研究所の令和4年4月1日現在における廃棄物管理施設に係る研修者数は、

第4表に示すとおりである。 

また、廃棄物管理施設の設計及び工事並びに運転及び保守に必要な教育・訓練

を今後も継続して行っていく。さらに、保安活動や意識向上のための啓発活動等

を通じて、安全文化の育成・維持を今後も継続して図っていく。 

なお、請負会社の作業員に対しても、技術者と同等の教育・訓練を実施してい

る。 

 

6. 有資格者等の選任・配置 

大洗研究所では、法令等に基づき、核燃料取扱主任者の免状を有する技術者か

ら廃棄物取扱主任者を1名選任し、廃棄物取扱主任者の職務に専任できるよう組

織を構築し、廃棄物管理施設に配置している。また、廃棄物取扱主任者が不在時

においても廃棄物取扱主任者の職務に支障が生じないように、核燃料取扱主任者
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の免状を有する技術者から代行者を1名選任している。 

なお、工事又は保守にあっては、必要な資格を有する者を確保して実施してい

る。 

 

 

第1表 主たる技術者の履歴 

（令和4年4月1日現在） 

氏  名 履          歴 

 

user18
長方形

user18
テキストボックス
個人情報のため公開できません。
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第2表 技術者の経験年数 

（令和4年4月1日現在）      

（単位：人）      

経験年数 5年未満 
5年以上 

10年未満 

10年以上 

20年未満 
20年以上 合 計 

技術者数 
29 

（0） 

14 

（1） 

15 

（1） 

60 

（39） 

118 

（41） 

注：（ ）内は、技術者のうち管理職の人数を示す。 

 

 

 

 

 

第3表 有資格者数 

（令和4年4月1日現在）       

（単位：人）       

資格名称  有資格者数（延べ数） 

原子炉主任技術者 

核燃料取扱主任者 

第1種放射線取扱主任者 

技術士 

（原子力・放射線部門） 

1 

5 

40 

3 
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第4表 研修者数 

      （令和4年4月1日現在）   

（単位：人）  

訓練機関  研修者数（延べ数） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力人材育成センター 

基礎課程 

専門課程 

核燃料工学短期講座 

 

 

26 

15 

5 
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大洗研究所の技術者の範囲

 

第 1 図 廃棄物管理施設に係る管理体制図 

 




